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11月19日〜12月18日

安
倍
総
理
が
消
費
税
率
引
上
げ
の 

先
送
り
を
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、 

本
会
の
森
会
長
と
全
国
町
村
会
の 

藤
原
会
長
が
連
名
で
コ
メ
ン
ト
を
発
表

　

安
倍
総
理
が
平
成
27
年
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

平
成
29
年
４
月
に
先
送
り
す
る
判
断
を
表
明
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
、
11
月
19
日
、
本
会
の
森
会
長
と
全
国

町
村
会
の
藤
原
会
長
は
連
名
で
コ
メ
ン
ト
を
発
表

し
、
国
に
対
し
、
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等

に
基
づ
く
改
革
が
滞
る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
、
ま
た
、
市
町
村
が
社
会
保
障
の

充
実
確
保
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
必
要
な
財
源

を
確
実
に
手
当
て
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
。

［
社
会
文
教
部
］

「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」

の
成
立
を
受
け
、
森
会
長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表

　

11
月
19
日
、「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
」
の
成
立
を
受
け
、
森
会
長
が
コ
メ
ン
ト

を
発
表
し
た
。

　

コ
メ
ン
ト
で
は
、
本
法
成
立
に
当
た
っ
て
の
関
係

各
位
の
尽
力
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村

が
行
う
空
家
等
対
策
に
対
す
る
必
要
な
税
制
上
の
措

置
の
具
体
化
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
自
治
体
の
意
見

を
聞
き
、
そ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
に
つ
い
て
求
め
た
。

�

［
経
済
部
］

副
会
長
の
松
浦
・
防
府
市
長
が
、 

「
真
の
地
方
再
生
の
実
現
に
向
け
て 

―
地
域
間
格
差
の
是
正
を
―
」に
よ
り 

自
由
民
主
党
の
松
本
・
政
務
調
査
会
長 

代
理
等
に
要
請

　

11
月
20
日
、
松
浦
・
防
府
市
長
は
、
本
会
・
全
国

知
事
会
・
全
国
町
村
会
の
三
団
体
を
代
表
し
て
「
真

の
地
方
再
生
の
実
現
に
向
け
て
―
地
域
間
格
差
の
是

正
を
―
」
に
よ
り
自
由
民
主
党
の
松
本
・
政
務
調
査

会
長
代
理
に
選
挙
公
約
に
反
映
す
る
よ
う
要
請
を

行
っ
た
ほ
か
、
公
明
党
の
桝
屋
・
政
務
調
査
会
長
代

理
要
請
に
提
出
し
た
。

　

松
浦
・
防
府
市
長
か
ら
は
、
特
に
市
町
村
の
立

場
か
ら
、
人
口
減
少
対
策
と
し
て
「
市
町
村
の
乳
幼

児
医
療
の
無
料
化
」や「
多
子
世
帯
へ
の
支
援
」な
ど

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ

ニ
マ
ム
と
し
て

国
が
実
施
す
る

こ
と
等
を
選
挙

公
約
へ
反
映
す

る
よ
う
要
請

し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

全国市長会の 動き

#1

#3

#2

松本・政務調査会長代理（左から２番目）に要請する松浦・防府市長（左）

詳細につきましては、全国市長会ホームページ
（http://www.mayors.or.jp/）
をご参照ください。
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「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」の
成
立
を 

受
け
、
森
会
長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表

　

11
月
21
日
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」の

成
立
を
受
け
、
森
会
長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

森
会
長
が「
平
成
27
年
度
税
制
改
正
に 

関
す
る
要
望
」に
よ
り
自
由
民
主
党
の 

森
山
裕
・
税
制
調
査
会
幹
事
、
公
明
党
の 

斉
藤
鉄
夫
・
税
制
調
査
会
長
等
に
面
談
の 

う
え
要
請（
平
成
26
年
12
月
18
日
）

　

12
月
18
日
、
森
会
長
は
、
平
成
27
年
度
与
党
税
制

改
正
大
綱
が
年
内
に
も
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
自
由
民
主
党
の
森
山
裕
・
税
制
調

査
会
幹
事
（
衆
議
院
議
員
）、
石
田
真
敏
・
税
制
調
査

会
幹
事
（
衆
議
院
議
員
）、
坂
本
哲
志
・
税
制
調
査
会

幹
事（
衆
議
院
議
員
）、
松
下
新
平
・
総
務
部
会
長（
参

議
院
議
員
）、
橘
慶
一
郎
・
衆
議
院
議
員
、
公
明
党

の
斉
藤
鉄
夫
・
税
制
調
査
会
長（
衆
議
院
議
員
）お
よ

び
桝
屋
敬
悟
・
税
制
調
査
会
副
会
長
（
衆
議
院
議
員
）

に
面
談
の
上
、

「
平
成
27
年
度

税
制
改
正
に
関

す
る
要
望
」
の

実
現
方
に
つ
い

て
要
請
を
行
っ

た
。�［
財
政
部
］

■
第
84
回
全
国
市
長
会
議
を
開
催

　

６
月
４
日
、
第
84
回
全
国
市
長
会
議
等
を
開
催
。

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
決

議
」、「
地
震
・
津
波
等
防
災
対
策
の
充
実
強
化
に
関

す
る
決
議
」、「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
へ
の
対
応
と
原
子
力
安
全
対
策
等
に
関
す
る
決

議
」、「
地
方
の
創
意
を
活
か
し
た
分
権
型
社
会
の
実

現
を
求
め
る
決
議
」、「
都
市
税
財
源
の
充
実
強
化
に

関
す
る
決
議
」、「
持
続
可
能
な
国
民
健
康
保
険
制
度

の
確
立
に
関
す
る
決
議
」の
６
件
の
決
議
を
決
定
。

■
地
方
創
生
関
係

　

５
月
に
日
本
創
成
会
議
の
人
口
減
少
問
題
検
討
分

科
会
が
発
表
し
た
「
ス
ト
ッ
プ
少
子
化
・
地
方
元
気

戦
略
」を
契
機
に「
人
口
減
少
社
会
」そ
し
て「
消
滅
可

能
性
自
治
体
」が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
。

　

政
府
一
体
と
な
っ
て
人
口
減
少
問
題
に
取
り
組
む

た
め
、
９
月
３
日
、
安
倍
・
総
理
を
本
部
長
、
石
破
・

地
方
創
生
担
当
大
臣
と
菅
・
官
房
長
官
を
副
本
部
長

と
す
る
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
」（
地
方

創
生
本
部
）
が
発
足
、
基
本
政
策
検
討
チ
ー
ム
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
お
い
て
７
市
長
が
意
見
表
明
。

　

11
月
13
日
、
理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
に
お
い
て
、

「
地
方
創
生
の
実
現
に
向
け
た
決
議
」を
決
定
。

　

11
月
21
日
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
案
」

と
、
活
性
化
に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
を
国
が
一
体

的
に
支
援
す
る
「
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
」の
地
方
創
生
関
連
２
法
案
が
可
決
・
成
立
、

会
長
コ
メ
ン
ト
を
発
表
。

　

12
月
27
日
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
長
期

ビ
ジ
ョ
ン
」及
び「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
」
が
閣
議
決
定
、
地
方
六
団
体
会
長
コ
メ
ン
ト

を
発
表
。

　

地
方
六
団
体
は
、
地
方
創
生
担
当
大
臣
と
の
意
見

交
換
を
２
回
開
催
。

■
少
子
化
対
策
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
研
究
会

設
置

　

都
市
に
お
け
る
子
育
て
支
援
や
若
年
層
の
増
加
に

向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
調
査
、
研
究
を
行
う
た

め
、
７
月
、
政
策
推
進
委
員
会
の
も
と
に
「
少
子
化

対
策
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
研
究
会
」を
設
置
。

　

①
人
口
減
少
対
策
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

②
合
計
特
殊
出
生
率
上
位
30
市
の
取
組
調
査
、
③
合

計
特
殊
出
生
率
の
高
い
諸
外
国
の
事
例
調
査
、
④
児

童
手
当
財
源
を
活
用
し
た
場
合
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
拡
充
に
係
る
試
算
調
査
、
⑤
少
子
化
対
策
・
子

育
て
支
援
に
係
る
市
単
独
事
業
及
び
縦
割
り
行
政
を

排
し
た
市
事
業
に
関
す
る
調
査
等
を
実
施
。

　

10
月
24
日
、「
目
指
せ
出
生
率
ア
ッ
プ
！
〜
国
へ

の
緊
急
ア
ピ
ー
ル
〜
」を
取
り
ま
と
め
。

森山裕・自由民主党税制調査会幹事
（左）に要請する森会長

#4#5

平
成
26
年
全
国
市
長
会
を
取
り
巻
く
主
な
動
き
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■
第
47
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙

　

11
月
21
日
に
衆
議
院
解
散
し
、
第
47
回
衆
議
院
議

員
総
選
挙
が
12
月
２
日
公
示
、
12
月
14
日
投
開
票
。

12
月
24
日
、
第
３
次
安
倍
内
閣
が
発
足
。

　

解
散
・
総
選
挙
に
伴
い
、
平
成
27
年
度
政
府
予
算

に
つ
い
て
は
越
年
編
成
。

　

自
由
民
主
党
、
公
明
党
、
民
主
党
の
各
政
党
の

マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
を
11
月
役
員
会
決
議
を
も
と
に

整
理
。

■「
提
案
募
集
方
式
」を
導
入

　

４
月
30
日
、
総
理
を
本
部
長
と
す
る
「
地
方
分
権

改
革
推
進
本
部
」
に
お
い
て
、「
提
案
募
集
方
式
」
を

導
入
す
る
こ
と
を
決
定
。

　

今
後
の
地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治

体
の
発
意
に
根
ざ
し
た
取
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
と

し
、
こ
れ
ま
で
の
委
員
会
勧
告
に
代
わ
る
新
た
な
改

革
手
法
と
し
て
、
同
方
式
を
導
入
し
、
個
々
の
地
方

自
治
体
等
か
ら
の
意
見
を
広
く
取
り
上
げ
る
こ
と
と

す
る
。

　

７
月
15
日
の
締
め
切
り
ま
で
に
、
１
２
６
団
体
か

ら
９
５
３
件
の
提
案
が
提
出
さ
れ
、
政
府
に
お
い

て
、
平
成
27
年
１
月
に
対
応
方
針
を
閣
議
決
定
す
る

と
と
も
に
、
法
律
改
正
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

は
、
所
要
の
法
律
案
を
通
常
国
会
へ
提
出
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

■
第
４
次
一
括
法
が
成
立

　

５
月
28
日
、「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
第
四
次
一
括
法
案
）」
が

成
立
。

　

政
府
の「
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
」で
検
討
さ

れ
た
、
国
か
ら
地
方
へ
の
事
務
・
権
限
の
移
譲
及
び
、

第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
で
示
さ
れ
た
都
道
府

県
か
ら
指
定
都
市
へ
の
事
務
・
権
限
の
移
譲
に
つ
い

て
、
関
係
す
る
63
法
律
を
一
括
し
て
改
正
。

■
第
31
次
地
方
制
度
調
査
会
が
発
足

　

５
月
15
日
、
第
31
次
地
方
制
度
調
査
会
が
発
足
。

本
会
か
ら
、
委
員
と
し
て
森
会
長
が
参
画
。
安
倍
・

内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、「
人
口
減
少
社
会
に
的
確
に

対
応
す
る
三
大
都
市
圏
及
び
地
方
圏
の
地
方
行
政
体

制
の
あ
り
方
、
議
会
制
度
や
監
査
制
度
等
の
地
方

公
共
団
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
等
」
に
つ
い
て

諮
問
。

■
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

　

５
月
23
日
、「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
が
成
立
。
同
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織

及
び
運
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
指
定
都
市
制
度

の
見
直
し
、
中
核
市
制
度
と
特
例
市
制
度
の
統
合
及

び
新
た
な
広
域
連
携
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
。

■
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

　

人
事
評
価
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
能
力
及
び
実
績

に
基
づ
く
人
事
管
理
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
再

就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
の
導
入
等
に
よ
り
退

職
管
理
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
等
を
内
容
と
す
る
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
、
４

月
25
日
に
可
決
・
成
立
し
、
５
月
14
日
に
公
布
。

　

今
後
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、
平

成
28
年
４
月
か
ら
本
格
実
施
が
予
定
。

■
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
市
町
村
に
対
す
る
人

的
支
援
を
決
定

　

東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
市
町
村
に
対
す
る
人

的
支
援
に
つ
い
て
、
全
国
町
村
会
、
総
務
省
及
び
被

災
県
と
の
協
力
に
よ
り
中
長
期
的
な
職
員
派
遣
を
実

施
し
、
約
５
４
０
名
の
派
遣
が
決
定
。
ま
た
、
元
職

員
等
の
情
報
提
供
に
よ
り
、
約
20
名
の
採
用
等
が
決

定（
平
成
26
年
11
月
１
日
現
在
）。
さ
ら
に
、
平
成
27

年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き
人
的
支
援
を
依
頼
。

■
全
国
防
災
・
危
機
管
理
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

６
月
４
日
、「
全
国
防
災
・
危
機
管
理
ト
ッ
プ
セ

ミ
ナ
ー
」（
主
催
：
内
閣
府
（
防
災
担
当
）・
消
防
庁
、

協
賛
：
全
国
市
長
会
）
が
開
催
さ
れ
、
約
１
８
０
名

の
市
区
長
が
参
加
。
具
体
的
な
災
害
等
の
危
機
事
態

に
お
け
る
市
区
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
力
及
び
初
動

対
応
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
講
演
等
を
実
施
。

■「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」の
設
置

　

４
月
１
日
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
を
執
行
す

る
組
織
と
し
て
、
地
方
共
同
法
人
の
「
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」を
設
置
。
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今
後
、
番
号
制
度
は
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
の
付

番
・
通
知
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
個
人
番
号
の
利
用

開
始
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
予
定
。

■
過
疎
法
の
一
部
改
正

　

３
月
26
日
、「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
可
決
・
成
立
し
、
４

月
１
日
に
公
布
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
22
市
町
村
が
過
疎
地
域
に

指
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
火
葬
場
や
障
害
者
福
祉
施

設
、
し
尿
処
理
施
設
を
含
む
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

な
ど
８
つ
の
施
設
が
過
疎
対
策
事
業
債
の
対
象
施
設

と
し
て
追
加
。

■
消
費
税
率（
国
・
地
方
）10
％
引
上
げ
の
延
期

　

４
月
１
日
か
ら
消
費
税
率（
国
・
地
方
）が
５
％
か

ら
８
％
へ
引
上
げ
ら
れ
た
が
、
安
倍
総
理
は
11
月
18

日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
11
月
17
日
に
発
表
さ
れ

た
７
〜
９
月
期
の
国
内
総
生
産（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）速
報
値
の

結
果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
い
わ
ゆ
る
、「
税
制

抜
本
改
革
法
」
の
附
則
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
10
月

に
予
定
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率（
国
・
地
方
）10
％
へ

の
引
上
げ
を
平
成
29
年
４
月
ま
で
１
年
半
延
期
す
る

こ
と
を
表
明
。

■
平
成
27
年
度
税
制
改
正

　
「
平
成
27
年
度
税
制
改
正
大
綱
」（
12
月
30
日
自
由

民
主
党
・
公
明
党
）
に
お
い
て
、
市
町
村
の
基
幹
税

目
で
あ
る
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
課
税
に
関
す
る

税
制
措
置
や
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
廃
止
を
求
め
る
意

見
が
、
前
年
度
に
引
き
続
き
議
論
の
俎そ
じ
ょ
う上

に
の
ぼ
っ

た
が
、
い
ず
れ
も
市
町
村
財
政
運
営
に
不
可
欠
な
重

要
税
源
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
現
行
制
度
を
維

持
す
る
こ
と
が
決
定
。

■
国
保
基
盤
強
化
協
議
会
に
お
い
て
、
平
成
27
年

通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
を
目
指
し
、
国
保
改
革
を

協
議

　

厚
生
労
働
省
は
、
１
月
31
日
、
社
会
保
障
改
革
プ

ロ
グ
ラ
ム
法
が
掲
げ
る
国
保
改
革
の
具
体
化
に
向

け
、
同
省
政
務
３
役
と
地
方
代
表（
執
行
３
団
体
）に

よ
る
「
国
民
健
康
保
険
制
度
の
基
盤
強
化
に
関
す
る

国
と
地
方
の
協
議
」（
国
保
基
盤
強
化
協
議
会
）
を
再

開
、
８
月
８
日
、「
国
民
健
康
保
険
の
見
直
し
に
つ

い
て
（
中
間
整
理
）」
を
取
り
ま
と
め
、
見
直
し
の
課

題
や
方
向
性
等
を
整
理
。

　

同
省
は
、
中
間
整
理
で
引
き
続
き
検
討
す
る
と
し

て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
地
方
の
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
更
に
議
論
を
深
め
、
必
要
な
法
律
案
の
平
成
27

年
通
常
国
会
提
出
を
目
指
す
。

■
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立

　

政
府
は
、
４
月
４
日
、
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申

等
を
踏
ま
え
、「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
国

会
に
提
出
、
６
月
13
日
成
立
、
同
月
20
日
公
布
、
平

成
27
年
４
月
１
日
施
行
。

　

同
法
は
、
①
教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本
化
し

た「
新
教
育
長
」を
置
き
、
首
長
が
議
会
の
同
意
を
得

て
直
接
任
免
を
行
う
、
②
首
長
は
、
首
長
と
教
育
委

員
会
に
よ
り
構
成
さ
れ
る「
総
合
教
育
会
議
」を
招
集

し
、
同
会
議
に
お
い
て
教
育
の
振
興
に
関
す
る
施
策

の
大
綱
を
策
定
す
る
等
を
規
定
。

■
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
が
成
立
、
地
域
に
お

け
る
医
療
・
介
護
の
総
合
的
確
保
を
推
進

　

６
月
18
日
、「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進

法
）」
が
成
立
、
同
月
25
日
に
公
布
・
施
行
（
医
療
法

関
係
は
平
成
26
年
10
月
以
降
、
介
護
保
険
法
関
係
は

平
成
27
年
４
月
以
降
な
ど
、
順
次
施
行
）。

　

社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
に
基
づ
き
、
効
率
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的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と

も
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と

を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
。

　

ま
た
、
消
費
税
増
収
分
を
活
用
し
た
新
た
な
基
金

を
都
道
府
県
に
設
置
し
、
医
療
と
介
護
の
連
携
を
強

化
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
「
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本

的
な
方
針
」（
９
月
）を
策
定
。

■
「
農
地
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」（
地
方
六
団
体

報
告
書
）
を
と
り
ま
と
め
、
政
府
、
与
党
国
会
議
員

は
じ
め
関
係
方
面
へ
要
請

　

地
方
六
団
体
は
、
１
月
に
「
農
地
制
度
の
あ
り
方

に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、
８

月
に
地
方
六
団
体
の
総
意
と
し
て
「
農
地
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
」（
地
方
六
団
体
報
告
書
）
を
取
り
ま

と
め
。

　

そ
の
後
、
同
報
告
書
の
実
現
に
向
け
、
全
国
知
事

会
、
全
国
町
村
会
と
連
携
し
、
10
回
の
要
請
活
動
を

行
い
、
農
林
水
産
大
臣
、
地
方
分
権
改
革
担
当
大
臣

を
は
じ
め
、
政
府
・
与
党
の
関
係
国
会
議
員
40
人
以

上
に
面
談
要
請
。

　

さ
ら
に
、
内
閣
府
の
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

農
地
・
農
村
部
会
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
３
回
出
席

し
、
有
識
者
や
農
林
水
産
省
幹
部
と
意
見
交
換
。

■
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が

成
立

　

11
月
19
日
、
長
年
に
わ
た
り
法
制
化
を
強
く
要
請

し
て
き
た
空
家
等
対
策
に
つ
い
て
、「
空
家
等
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
議
員
立
法
で
成

立
。

　

同
日
、
本
法
成
立
を
受
け
、
森
会
長
が
コ
メ
ン
ト

を
発
表
。
コ
メ
ン
ト
で
は
、
本
法
成
立
に
当
た
っ
て

の
関
係
各
位
の
尽
力
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、

市
町
村
が
行
う
空
家
等
対
策
に
対
す
る
必
要
な
税
制

上
の
措
置
の
具
体
化
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
自
治
体

の
意
見
を
聞
き
、
そ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
に
つ
い
て

要
望
。

■
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
す
る
意
見
書
を
提
出

　

10
月
７
日
、
地
方
自
治
法
第
２
６
３
条
の
３
第
５

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土

保
全
局
水
政
課
か
ら
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」に
つ
い
て
情
報
提
供
。

　

経
済
委
員
会
名
で
国
土
交
通
省
に
対
し
、
土
砂
災

害
警
戒
区
域
等
の
一
刻
も
早
い
指
定
の
完
了
及
び
防

災
体
制
の
整
備
に
必
要
な
財
政
支
援
措
置
等
を
講
じ

る
よ
う
意
見
書
を
提
出
。

■
都
市
施
策
検
索
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始

　

都
市
自
治
体
独
自
の
施
策
に
関
す
る
情
報
を
共
有

し
政
策
の
立
案
に
資
す
る
と
と
も
に
、
報
道
機
関
を

は
じ
め
広
く
国
民
に
対
し
都
市
自
治
体
の
取
り
組
み

を
情
報
発
信
す
る
た
め
、
12
月
か
ら
「
都
市
施
策
検

索
シ
ス
テ
ム
」の
運
用
を
開
始
。

　

都
市
自
治
体
の
担
当
者
が
、
年
度
毎
に
定
め
た

テ
ー
マ（
平
成
26
年
度
は「
人
口
減
少
対
策
」）に
基
づ

き
直
接
入
力
・
登
録
し
た
施
策
情
報
を
、
誰
で
も
い

つ
で
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
閲
覧
・
検
索
・
入
手
す
る

こ
と
が
可
能
。

　

12
月
末
現
在
、
約
６
５
０
件
の
施
策
を
掲
載
。

■
第
76
回
全
国
都
市
問
題
会
議
を
開
催

　

10
月
9
日
、
10
日
の
両
日
、
高
知
市
に
お
い
て
、

「
都
市
と
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〜
地
域
・
住
民
の

多
様
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
〜
」
を
テ
ー
マ
に

全
国
か
ら
約
１
９
０
０
名
の
参
加
者
を
得
て
、
第
76

回
全
国
都
市
問
題
会
議
を
開
催
。
地
域
・
住
民
の
多

様
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
等
に
つ

い
て
熱
心
に
討
論
。






